
平 成 2 4 年 4 月 1 9 日 判 決 言 渡 伺臼原本領収 裁判所書記官 堤 義景

平 成 2 3 年 ( ハ ) 第 1 0 1 8 号 不当利得返還請求事件

口頭弁論終結臼 平 成 2 4 年 3 月 2 9 日

半目 決
山口県周南市

原 口 x/

山口県下松市

原 口

上記2 6訴訟代理人弁護士 田 邊 隆

京袖市下京区烏丸通玉条上る高砂町 3 8 1 - 1

t 口 ア イ フ ル 株 式 会 社

同代表者代表取締役

同訴訟代理人

主 文
1 被 告 は , 原 告 > < ( に 対 し , 1 1 5 万 7 5 0 1 円 及 び う ち 1 0 3 万 5 0

5 2 円 に 対 す る 平 成 2 3 年 1 1 月 1 1 日 か ら 支 払 済 み ま で 年 5 分 の 割 合 に よ

る 金 員 を 支 払 K 。

2 被 告 は 》 原 告 > <  Z . に 対 し 】 3 万 1 3 8 6 円 及 び う ち 2 万 5 1 . 3 1 円 に

対 す る 平 成 2 3 年 1 1 月 1 9 日 か ら 支 払 済 み ま で 年 5 分 の 割 合 に よ る 金 員 ; &

支払え。

3 訴訟費用は被告の負担とする。

4 j こ の 判 決 は 】 仮 に 執 行 す る 士 と が で き る 。

事実及び理由
第1 請求の趣旨

主文と同旨

第2 事案の概要
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1 本件は》原告らが,貸金業者である被告に対し,金銭消費貸借契約に基づいて

した弁済につき ,利息制限法所定の制限利率を超える利息を付して弁済したこと

に よ り 過 払 金 が 生 じ , か つ , 被 告 は 民 法 7 0 4 条 に い う 悪 意 の 受 益 者 で あ る と し

て,不当利得返還請求権に基づき,過払金の返還及び過払金に対する民法7 0 4

条前段所定の利息の支払を求める事案である。

2 前提となる事実(裁判所に顕著な事実】当事者間に争いのない事実,末尾括弧

内に記載の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)

①被告は , 貸金業法 ( 平成 1 8 年 法律第 1 1 5 号 による改正前の法律の題名は

貸金業の規制等に関する法律) 3条所定の登録を受けた貸金業者であり,原告

らはその顧客である ( 弁 論 の全趣旨 ) 。

②原告 X (と被告との間には ,被告を貸主 ,同原告を借主とする金銭消費貸借

基 本 契 約 に 基 づ く 平 成 1 0 年 2 月 2 5 日 か ら 平 成 1 4 年 1 0 月 1 1 日 ま で の 第

1 取 引 と , 平 成 1 5 年 1 月 8 日 か ら 平 成 2 3 @ 9 月 1 2 臼 ま で の 第 2 取 引 が あ

り , 第 1 取 引 の 内 容 は 》 別 紙 計 算 書 1 の 平 成 1 0 年 2 月 2 5 臼 か ら 平 成 1 4 年

1 0 月 1 1 日 ま で の 「 貸 付 金 」 欄 及 び 「 支 払 金 」 欄 に 記 載 の と お り で あ り , 第

2 取 引 の 内 容 は 》 別 紙 計 算 書 1 の 平 成 1 5 年 1 月 8 日 か ら 平 成 2 3 年 9 月 1 2

日 ま での「貸付金」欄及び「支払金」欄に記載のとおりであった ( 甲 l ) 。

③原告> < zと被告との間には)被告を貸主】同原告を借主とする金銭消費貸借

基 本 契 約 に z づ く 平 成 1 7 年 1 2 月 7 臼 か ら 平 成 1 8 年 1 1 月 2 7 日 ま で の 取

引 が あ り , そ の 取 引 の 内 容 は , 別 紙 計 算 書 2 の 「 年 月 日 」 欄 ) 「貸付金」欄及

び 「 支 払 金 」 欄 に 記 載 の と お り で あ っ た ( 甲 2 ) 。

① 原告> < / &被告との間の取引の個数

(原告の主張)

原告 X /と被告との間の第 1取引と第 2取引は ,事実上 1個の連続した取引

である。
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(被告の主張)

第 1 取 引 と 第 2 取 引 は , 基 本 契 約を異にする取引であり》これらを事実上 1

個の連続した取引とみることもできない。

② 被告は悪意の受益者か。

(原告の主張)

被告は】木件各取引から生じた過払金の受領に関して民法 7 0 4 条 に いう悪

意の受益者である。

(被告の主張)

被 告 は , 貸 金 業 法 ( 平 成 1 8 年 法 律 第 1 1 5 号 に よ る 改 正 前 の も の を 指 す 。

以 下 同 じ 。 ) 1 7 条 1 項 》 1 8 条 1 項 所 定 の 各 要 件 を 満 た す 書 面 を 交 付 す る 態

勢を常に整備した上で》これらの書面を顧客に交付していると認識していたこ

と等から,原告らとの取引においても,利息制限法所定の制限を超える利息を

債務の弁済として受領するにつき貸金業法 4 3 条 1 項 の 適用があると認識して

おり )かつ】そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないとい

える特段の事情がある。したがって ) 被 告 は , 過 払 金の受領に関して民法 7 0

4 条にいう悪意の受益者に該当しない。

③ 過払金に対する法定利息が発生する時期

(被告(7)主張)

仮に》被告が悪意の受益者であったとしても》過払金に対する法定利息が発

生するのは】訴状送達の日の翌日からである。

④原告> < /と被告との本件取引について,過払金利息をその後の新たな借入金

債務に充当することの可否

(被告の主張)

原告 X . / と被告との本件取引について》仮に》被告が悪意の受益者であった

としても,過払金から発生する法定利息を)その後の新たな借入金債務に充当

することはできない。
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第3 当裁判所の判断

争点④について

① 証 拠 ( 甲 1 , 乙 1 の 1 及 び 2 , 2 の 1 及 び 2 》 3 の 1 及 び 2 ) 及 び 弁 論 の

全 趣 旨 j に よ れ ば 》 次 の 事 実 が 認 め ら れ る 。

ア 原 告 > < ; ( と 被 告 と の 間 の 第 1 取 引 及 び 第 2 取 引 は ) い ず れ も 》一定の貸付

限度額を定めて,その範囲内で貸付と返済を繰り返すことが予定された同種

の基本契約に基づく取引である。

イ 第 1 取 引 ( z ) 取 引 期 間 は 約 4 年 7 か 月 余 り で , 第 1 取 引 の 終 了 か ら 第 2 取 引

の開始までの取引中断期間が 3 か月弱である。

ウ 原 告 は , 第 1 取 引 の 終 了 日 で あ る 平 成 1 4 年 1 0 月 1 1 日 に 】 そ れ ま で の

分 割 返 済 額 を 大 き く 超 え る 1 3 万 8 8 5 7 円 を 一 括 返 済 し て , 第 1 取 引 の 約

定に基づく残債務を完済した。

② 第1取引と第2取引の事実上一連性の有無

前 記 ① の 事 実 に よ れ ば , 第 1 取 引 及 び 第 2 取 引 は ) 前 記 ① ア の と お り の 同 種

の基本契約に基づく取引であり ,第 1 取引の終了から第 2取引 G C j 開始までの取

引中断期間が》前記①イのとおり , 3 か 月弱と短期間であることからすると )

前記①ウの事情を考慮しても】また , 第 1 取 引の終了時に同取引の基本契約の

解約処理がされていたとしても,他に特段の事情bない限り,第1取引と第2

取引は ) 事 実上 1 個 の連続した取引とみるのが相当である。

そうであるところ , 本件全証拠を検討しても , 上記の特段の事情があるとま

で は 認 め ら れ な い か ら ) 第 1 取 引 と 第 2 取 引 は ) 事 実 上 1 個 の 連 続 し た 取 引 で

あるとみることができ】 これらを一連計算することができるというべきである。

2 争点②につい<

金銭を目的とする消費貸借において利息制限法所定の制限利率を超過する利息

の契約は ,その超過部分につい - c - 無効である。貸金業者については》貸金業法 4

3 条 1 項 が 適用される場合に限り ) 制 限超過部分を有効な利息の債務の弁済とし
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て受領することができるとされているが, こ の よ う な法の趣旨からすると , 貸 金

業者は】同項の適用のない場合には )制限超過部分は》貸付金の残元本があれば

これに充当され】残元本が完済になった後の過払金は》不当利得として借主に返

還すべきものであることを十分に認識しているものというべきである。そうする

と,貸金業者が利息制限法所定の制限を超える利息を債務の弁済として受領した

が , そ の 受 領 に つ き 貸 金 業 法 4 3 条 1 項 の 適 用 が 認 め ら れ な い 場 合 に は , 当 該 貸

金業者は ,同項の適用があるとの認識を有しており》かつ》そのような認識を有

するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限

り , 民 法 7 0 4 条 の 「 悪 意 の 受 益 者 」 で あ る と 推 定 さ れ る も の と い う べ き で あ る

( 最 高 裁 平 成 1 9 年 7 月 1 3 臼 第 二 小 法 廷 判 決 ) 。

これを本件についてみると , 被告は】利 B 制限法所定の制限を超える利息の受

領 に 際 し 貸 金 業 法 4 3 条 1 項 所 定 の 要 件 を 満 た し た こ と に つ い て , 本 件 各 取 引 に

関 し て 立 証 を し て い な い か ら , 民 法 7 0 4 条 の 悪 意 の 受 益 者 で あ る と の 推 定 を 受

け る も の で あ る と こ ろ ) こ の 推 定 を 覆 す 特 段 の 事 情 に つ い て , 前 記 第 2 の 3 ② の

被告の主張のとおり主張しているものの】本件各取引に関して具体的な主張立証

をしていないから , 上記の特段の事情があったと認定することはできない。そう

す る と 》 被 告 は , 過 払 金 の 受 領 に 関 し て 民 法 7 0 4 条 に い う 悪 意 の 受 益 者 に 該 当

するというべきである。

3 争点③について

金銭消費貸借の借主が利息制限法所定の制限を超えて利息の支払を継続し,そ

の制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生した場合において,貸主が悪意

の 受 益 者 で あ る と き は 】 貸 主 は , 民 法 7 0 4 条 前 段 の 規 定 に 基 づ き , 過 払 金 発 生

の時から同条前段所定の利息を支払わなければならない。 こ の こ と は 》 金 銭 消 費

貸借が)貸主と借主との間で継続的に金銭の借入れとその弁済が繰り返される旨

の基本契約に基づくものであって,当該基本契約が過払金発生当時他の借入金債

務が存在しなければ過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の
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合意を含むものであった場合でも ) 異 な る こ と はないと解するのが相当である

( 最 高 裁 平 成 2 1 年 9 月 4 臼 第 二 小 法 廷 判 決 ) 。

こ れ を 本 件 に つ い て み る と , 被 告 は , 前 記 2 の と お り ) 過 払 金 の 受 領 に 関 し て

民 法 7 0 4 条 に い う 悪 意 の 受 益 者 に 該 当 す る ( な お ) 原 告 ら と 被 告 と の 間 の 本 件

各取引は , 上記の充当合意を含むものであったものと解される。 ) から】被告は》

発生した過払金に》その発生の時から民法 7 0 4 条 前 段 所定の利息を支払わなけ

ればならないというべきである。

4 争点④について

過 払 金 に 対 す る 法 定 利 息 は ) 過 払 金 に 付 帯 し て 発 生 す る も の で あ る こ と か

らすると,前記の充当合意のある場合において過払金をその後に発生する新

たな借入金債務に充当する際には】過払金に対する法定利息もその借入金債

務 に 充 当 す る ( 法 定 利 息 , 過 払 金 元 金 の 順 で ) こ と と す る の が ) 前 記 の 充 当

合 意 の 趣 旨 で あ る と 解 さ れ る 。 し た が っ て ) 争 点 ④ に つ い て の 被 告 の 主 張 も

採用できない。

5結論

以上を前提に》原告らと被告との間の本件各取引について】利息制限法所定の

制 限 内 で 充 当 計 算 を す る と , 別 紙 計 算 書 1 , 2 の と お り と な る か ら , 過 払 金 と そ

の利息は ) 原告らの請求額に一致する。そうすると ) 原告らの請求はすべて理由

がある。

なお ,被告は》仮執行免脱宣言を求めるが】相当でないのでこれを付さない。

よ っ て 》 主 文 の と お り 判 決 す る 。

周南簡易裁判所

裁判官 崎裕
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これは正本である。

平 成 2 4 年 4 月 2 0 日

周南簡易裁判所

裁判所書記官 堤 義


